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（
質
問
の 

二
八
） 

答

弁

第

二

八

号 
   

衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
茨
城
県
土
浦
市
宍
塚
、
大
池
東
斜
面
地
の
ゴ
ル
フ
練
習
場
造
成
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
七
第
二
八
号 

昭
和
五
十
四
年
六
月
一
日 

衆

議

院

議

長 
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弘 

吉 
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内
閣
総
理
大
臣 

大 

平 

正 
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一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
茨
城
県
土
浦
市
宍
塚
、
大
池
東
斜
面
地
の
ゴ
ル
フ
練
習
場
造
成
に
関 

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

農
地
を
転
用
し
、
又
は
転
用
目
的
で
農
地
の
権
利
を
取
得
す
る
場
合
に
は
、
農
地
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
許
可
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
質
問
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
と
聞
い

て
い
る
。 

こ
の
た
め
、
茨
城
県
及
び
土
浦
市
農
業
委
員
会
が
御
質
問
の
事
案
に
係
る
造
成
工
事
の
停
止
を
指
導
し
た
と

こ
ろ
、
現
在
当
該
工
事
は
、
停
止
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

茨
城
県
は
、
昭
和
五
十
四
年
五
月
一
日
、
株
式
会
社
土
浦
ゴ
ル
フ
セ
ン
タ
ー
が
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
の 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

1 

現
在
、
茨
城
県
等
の
指
導
に
よ
り
本
件
ゴ
ル
フ
練
習
場
の
造
成
工
事
は
停
止
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る 

許
可
を
受
け
ず
に
本
件
ゴ
ル
フ
練
習
場
の
造
成
工
事
に
着
手
し
て
い
る
事
実
を
発
見
し
た
の
で
、
同
日
直
ち
に

現
地
調
査
等
を
実
施
し
、
五
月
十
二
日
に
は
、
文
書
を
も
つ
て
造
成
工
事
を
停
止
す
る
と
と
も
に
必
要
な
防
災

措
置
を
採
る
よ
う
勧
告
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

ま
た
、
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
開
発
行
為
の
許
可
及
び
農
地
転
用
許
可
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
法
及

び
農
地
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。 

一
般
国
道
六
号(

土
浦
バ
イ
パ
ス)

改
築
事
業
に
よ
り
株
式
会
社
土
浦
ゴ
ル
フ
セ
ン
タ
ー
が
受
け
た
損
失
の
補

償
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
一
日
に
補
償
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
契
約
に
よ
り

「
建
設
省
の
直
轄
の
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
損
失
補
償
基
準
」
に
基
づ
く
適
正
な
補
償
を
行
つ
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

が
、
今
後
と
も
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
切
に
対
処
す
る
よ
う
茨
城
県
等
を
指
導
す
る
こ
と
と
し

た
い
。 

2
か
ら

5
ま
で 

御
質
問
に
係
る
地
域
の
自
然
環
境
の
状
態
か
ら
み
て
、
国
に
お
い
て
当
該
地
域
を
自
然
環
境

保
全
地
域
、
国
定
公
園
等
に
指
定
・
編
入
す
る
考
え
は
な
い
が
、
都
市
化
の
進
展
等
地
域
の
実
情
に
応
じ 

て
、
こ
の
よ
う
な
自
然
の
存
在
が
貴
重
な
も
の
と
も
な
る
の
で
、
御
質
問
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

は
、
地
元
に
お
け
る
適
切
な
対
応
を
期
待
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




